
法
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を
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す
る
法
律
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旧
対
照
条
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○
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）(
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第
三
十
五
条 

削
除

（
特
殊
支
配
同
族
会
社
の
役
員
給
与
の
損
金
不
算
入
） 

第
三
十
五
条 

内
国
法
人
で
あ
る
特
殊
支
配
同
族
会
社
（
同
族
会
社
の
業
務
主
宰

 

役
員
（
法
人
の
業
務
を
主
宰
し
て
い
る
役
員
を
い
い
、
個
人
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
業
務
主
宰
役
員
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
と
し

て
政
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
業
務
主
宰
役
員
関
連
者
」
と
い

う
。
）
が
そ
の
同
族
会
社
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
そ
の
同
族
会
社
が
有
す
る
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自
己
の
株
式
又
は
出
資
を
除
く
。
）
の
総
数
又
は
総
額
の
百
分
の
九
十
以
上
に
相

当
す
る
数
又
は
金
額
の
株
式
又
は
出
資
を
有
す
る
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

場
合
に
お
け
る
当
該
同
族
会
社
（
当
該
業
務
主
宰
役
員
及
び
常
務
に
従
事
す
る
業

務
主
宰
役
員
関
連
者
の
総
数
が
常
務
に
従
事
す
る
役
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え

る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
特
殊
支

配
同
族
会
社
の
業
務
主
宰
役
員
に
対
し
て
支
給
す
る
給
与
（
債
務
の
免
除
に
よ
る

利
益
そ
の
他
の
経
済
的
な
利
益
を
含
む
も
の
と
し
、
退
職
給
与
を
除
く
。
）
の
額

（
前
条
の
規
定
に
よ
り
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な
い
金
額
を
除
く
。
）
の
う
ち
当

該
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、

当
該
特
殊
支
配
同
族
会
社
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
損
金
の
額

に
算
入
し
な
い
。 

２ 

前
項
の
特
殊
支
配
同
族
会
社
の
基
準
所
得
金
額
（
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
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前
三
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
又
は
各
連
結
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額

若
し
く
は
欠
損
金
額
又
は
第
八
十
一
条
の
十
八
第
一
項
（
連
結
法
人
税
の
個
別
帰

属
額
の
計
算
）
に
規
定
す
る
個
別
所
得
金
額
若
し
く
は
個
別
欠
損
金
額
を
基
礎
と

し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
い
う
。
）
が
政
令
で
定
め

る
金
額
以
下
で
あ
る
事
業
年
度
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、

前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
国
法
人
が
特
殊
支
配
同
族
会
社
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
の
判
定
は
、
当
該
内
国
法
人
の
当
該
事
業
年
度
終
了
の
時
の
現
況
に
よ

る
。 

４ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

 

  


